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令和４年度（２０２２年度）事業報告 

 

当財団は、建築設備、昇降機及び遊戯施設について、建築基準法に基づく定期検査を

担う検査員の育成、認定・性能評価等による技術支援、定期検査報告制度の推進などの

業務を着実に実施した。 

また、デジタル社会への対応、財団設立５０周年を機に財団のあゆみの整理などに取

り組んだ。 

 

 

Ⅰ 建築設備検査員及び昇降機等検査員の育成 

 

１ 国土交通大臣登録講習 

建築基準法施行規則第６条の６に基づき、建築設備検査員及び昇降機等検査員と

して必要な知識及び技能を修得させるため、国土交通大臣登録の「建築設備検査員

講習」及び「昇降機等検査員講習」を以下のとおり実施した。 

 

（１）令和４年度 建築設備検査員講習実施状況 

Ｗｅｂ講習（講義映像を自宅等で視聴し、修了考査は会場で受ける） 

開催地 講義配信期間 修了考査日 受講者 合格者 聴講者 

札 幌 
１１月１８日～

１２月８日 
１２月１６日 ４８名 ３１名  ０名 

東 京 
１１月１８日～

１２月８日 
１２月１６日 ２５０名 １６０名  １名 

名古屋 
１１月１８日～

１２月８日 
１２月１６日 ４５名 ３２名  ０名 

大 阪 
１１月１８日～

１２月８日 
１２月１６日 １０３名 ７１名  ０名 

福 岡 
１１月１８日～

１２月８日 
１２月１６日 ６７名 ３９名  ０名 

計 ５１３名 ３３３名  １名 

会場講習（講義映像を会場で視聴し、修了考査も会場で受ける） 

開催地 開催期日 受講者 合格者 聴講者 

東 京 １２月１３日～１２月１６日 １１３名 ７２名  ０名 

大 阪 １２月１３日～１２月１６日  ９２名 ５２名  ０名 

計 ２０５名 １２４名  ０名 
  

合  計 ７１８名 ４５７名 １名 
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（２）令和４年度 昇降機等検査員講習実施状況 

Ｗｅｂ講習（講義映像を自宅等で視聴し、修了考査は会場で受ける） 

開催地 講義配信期間 修了考査日 受講者 合格者 聴講者 

東 京 
９月９日～ 

９月２９日 
１０月７日 ５１０名 ３３８名 ２名 

大 阪 
９月９日～ 

９月２９日 
１０月７日 ３４９名 ２１３名 １名 

計 ８５９名 ５５１名 ３名 

会場講習（講義映像を会場で視聴し、修了考査も会場で受ける） 

開催地 開催期日 受講者 合格者 聴講者 

東 京 １０月４日～１０月７日 １５７名 ９７名  ０名 

大 阪 １０月４日～１０月７日 １２３名 ８６名  ０名 

計 ２８０名 １８３名  ０名 
 

合  計 １,１３９名 ７３４名 ３名 

 

２ 法令等に係る情報提供 

 

（１）図書の頒布 

建築基準法に基づく建築設備、昇降機及び遊戯施設に関する以下に掲げる図

書を頒布した。 

１）改訂版の発行 

① 建築設備設計・施工上の運用指針２０１９（第２版） 

② 「遊戯施設の維持保全計画書」及び「遊戯施設の運行管理規程」の作成

手引き２０２２年版 

２）現行版の頒布 

① 東京都建築設備定期検査報告実務マニュアル２０２１年版 

② 建築設備定期検査業務基準書２０１６年版 

③ 昇降機・遊戯施設定期検査業務基準書２０１７年版 

④「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検

業務標準契約書」解説 

⑤ 昇降機の適切な維持管理について（リーフレット） 

⑥ 昇降機技術基準の解説２０１６年版（追補版を含む） 

⑦ 改訂版 昇降機用語辞典 

⑧ 遊戯施設技術基準の解説２０１８年版（２０２０年追補版を含む） 

 

（２）一般講習 

    建築設備、昇降機及び遊戯施設の維持管理、検査基準等に関する講習会を以

下のとおり開催した。 

１）昇降機の適切な維持管理に関する指針及び地震対策等に関する説明会 

地方公共団体の営繕、管財及びマンション政策部局等を対象に、全国１１
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会場（旭川、山形、水戸、前橋、長野、静岡、大津、京都、鳥取、佐賀、那

覇）で説明会を開催した（受講者数：２１０名）。 

２）「『遊戯施設の維持保全計画書』及び『遊戯施設の運行管理規程』の作成手

引き２０２２年版」に関する説明会（Ｗｅｂ説明会） 

遊戯施設の所有者・管理者等を対象に、「遊戯施設の維持保全に関する準則

又は計画の作成に関し必要な指針」（令和４年国土交通省告示第４１２号）を

普及させるための説明会を開催した（受講者数：３００名）。 

    ３）遊戯施設の運行管理者・運転者等講習会（Ｗｅｂ講習） 

運行管理者、運転者等を対象に、遊戯施設の安全性を確保するための講習

会を令和４年４月に実施した（受講者数：２１９名）。 

４）東京都「建築設備定期検査のための実務講習会」（Ｗｅｂ講習） 

東京都内において建築設備の定期検査を行う建築設備検査員等を対象と

した講習会を令和４年６月に実施した（受講者数：１６５名）。 

 

３ その他の支援 

 

（１）建築設備優良検査者表彰制度 

建築設備の定期検査に携わる６名の建築設備検査員等を優良検査者として

令和４年１１月に表彰した。 

 

（２）建築設備定期検査賠償責任保険 

建築設備検査員が安心して定期検査を実施できるよう、定期検査により発生

した損害を賠償する保険制度を運用した。 

令和４年度加入件数 ６１件 

 

 

Ⅱ 認定・性能評価等 

 

１ 法定評価（構造方法等の性能評価等） 

 

建築基準法第６８条の２５に基づく国土交通大臣指定性能評価機関などとし

て、昇降機等に関する構造方法等の国土交通大臣認定のための審査に必要な性能

評価業務、型式適合認定業務を実施した。 

 

令和４年度実績 

  受 付 完 了 

性 能 評 価 
昇 降 機 １４件 １５件 

遊 戯 施 設 １件 １件 

型式適合認定 昇 降 機 ３件 ３件 
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２ 自主評価 

昇降機等について、建築基準法令その他の技術基準への適合を評価する業務を実

施した。 

 

   令和４年度実績 

 受 付 完 了 

昇 降 機 ７３件 ７１件 

遊 戯 施 設 １件 １件 

  

３ 調査・研究 

 

（１）国土交通省 令和４年度住宅市場整備推進等事業「建築基準法・建築士法等

の円滑な執行体制の確保に関する事業」 

昇降機の適切な維持管理指針に関する説明会並びに「遊戯施設の維持保全計

画書」及び「遊戯施設の運行管理規程」の作成手引きに関する説明会を開催し

た。また、遊戯施設に係わる関係者が参加する情報交流会を開催した。報告書

を令和５年３月に提出した。 

 

（２）国土交通省 令和４年度建築基準整備促進事業「大地震時におけるエレベー

ターの閉じ込め防止に関する検討」 

大地震時におけるエレベーターの閉じ込め防止対策を強化するための対策、

仮復旧診断領域拡大に向けた検討を東京電機大学との共同で行った。報告書

を令和５年２月に提出した。 

 

（３）一般社団法人建築性能基準推進協会「定期報告制度の運用に関する調査」 

一般社団法人建築性能基準推進協会が国土交通省より事業主体として採択

された補助事業に係る業務の委託を受け、建築基準法第１２条第３項に基づき

定期報告の対象となる特定建築設備等における有資格者により実施される定

期検査に対して、同法で定める検査基準への適合性を検証した。報告書を令和

５年３月に提出した。 

 

４ 国等との連携・協力 

 

国土交通省の昇降機等事故調査部会に職員を派遣し昇降機及び遊戯施設の事

故調査に協力した。 

また、各地の行政庁、地域の関係法人、関係団体などに協力し業務を推進した。 
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Ⅲ 定期検査報告制度の推進 

 

１ 全国を対象とした定期検査報告制度の推進 

 

（１）「建築設備検査員等名簿」及び「昇降機等検査員等名簿」の公表 

建築設備検査員資格者証又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けた者等

から名簿登載の申し込み（建築設備 799名、昇降機 1,907名）を受けて、令和

４年版「建築設備検査員等名簿」及び「昇降機等検査員等名簿」を作成しホー

ムページに掲載した。 

これらの名簿登載者には、定期検査時に使用する登載証を配付するとともに、

「建築基準法 建築設備関係法令集 電子版」の閲覧サービスを提供した。 

 

（２）定期検査報告業務を行う地域法人等への支援 

定期検査報告業務を行う各地域法人等と連携しつつその業務を支援するた

め、以下の事業を実施した。 

１）「定期調査・検査報告関係団体連絡会議」の開催 

建築基準法第１２条第１項及び第３項に基づく定期調査・検査報告業務を

行う全国の地域法人が参加する定期調査・検査報告関係団体連絡会議を、一

般財団法人日本建築防災協会との共催により令和４年９月に開催した（参加

者数：５７名）。 

２）地域法人職員向けの研修の実施 

昇降機の定期検査業務を行う地域法人職員向けの研修会を令和４年１０

月に開催した（参加者数：座学３８名（うちＷｅｂ１７名）、実機見学（２０

名）。 

３）建築設備及び昇降機の定期検査報告済証等の頒布 

建築設備及び昇降機の定期検査報告済証等を頒布した。 

    ４）講習会等への講師派遣等 

      以下の団体主催の講習会等へ職員の講師派遣等を行った。  

       一般社団法人北関東ブロック昇降機等検査協議会、一般財団法人埼玉県

建築安全協会、一般財団法人にいがた住宅センター、一般社団法人近畿

ブロック昇降機等検査協議会、佐賀県（以上派遣）、宮崎県（Ｗｅｂ講

義） 

 

（３）機関誌「建築設備＆昇降機」の発行 

建築設備、昇降機及び遊戯施設の検査員、特定行政庁並びにその他の関係団

体を対象として、機関誌「建築設備＆昇降機」を発行した（第１５７号～第１

６２号、各号 5,000 部）。このうち、第１６２号は財団設立５０周年記念号と

して発行した。 

 

  （４）「遊戯施設の安全性向上に係る情報交流会」の開催 

遊戯施設の安全性向上を目的として、遊戯施設の製造、所有、運営、維持管
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理等に関わる関係者が参加する「遊戯施設の安全性向上に係る情報交流会」を

令和５年２月に志摩スペイン村（三重県志摩市）で開催し、安全性向上に向け

た意見交換を行った（参加者数：１００名）。 

 

２ 東京都における建築設備定期検査報告業務 

 

（１）東京都における建築設備定期検査報告書の受付 

東京都における建築基準法第１２条第３項に基づく建築設備（換気設備、排

煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備）定期検査報告の対象建築物の台帳

整備、所有者・管理者への通知、報告書の受付、予備審査等を行った。 

 

令和４年度実績 

総報告件数 

(棟数) 

設備毎の内訳（設備数） 

換気設備 排煙設備 非常用の照明装置  給排水設備 

55,824 25,647 6,585 53,871 27,504 

 

（２）東京都建築設備定期検査報告実務マニュアルの改訂 

建築設備定期検査報告の実務の円滑化を図るため、東京都の定期調査・検査

報告行政連絡会の協力を得て、「東京都建築設備定期検査報告実務マニュアル

２０２３年版」発行に向けた改訂作業を行った。 

 

（３）建築設備定期検査イブニングセミナーの開催 

東京都において建築設備の定期検査を行う建築設備検査員等を対象に、令和

４年９月に「排煙設備の設置構造基準の法令解説」に関する資料の提供及び動

画配信を行った（参加申込者数：７０名）。 

 

 

 

 

 

 

 

定款第８条第１項の附属明細書 

事業報告の内容を補足する重要な事項として記載すべき事項は特にない。 


